


 

岡山県南広域都市計画下水道の変更 

 

（ 総 社市決定 ） 

 

 

 

 

計 画 書 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 

 

岡山県 総社市  



岡山県南広域都市計画下水道の変更（総社市決定）について 

 

岡山県南広域都市計画下水道 総社公共下水道の「２．排水区域」，「３．下水管渠」，

「４．ポンプ施設」及び「５．処理場」を次のように変更する。 

 

１．下水道の名称  総社公共下水道 

 

２．排水区域 

排水区域は総括図表示のとお

り。 

ただし，排水区域は，概ねの区

域を表示するものであり，「農業

振興地域の整備に関する法律」第

８条第１項に基づき定めた農業振

興地域整備計画における「農用地

区域」は含まない。 

備考 

総社処理区 面積 約 834ha  分流式 約 834ha 

汚 水 約 834ha 

雨 水 約 681ha 

山手処理区 面積 約 69ha   分流式 約 69ha 

汚 水 約 69ha 

雨 水 約 67ha 

清音処理区 面積 約 137ha  分流式 約 137ha 

汚 水 約 137ha 

雨 水 約 135ha 

 

３．下水管渠 

内訳 
位置 

備考 
起点 終点 

汚水放流幹線 総社市中原 総社市三輪 総社処理区 ○1.1m，約 850m 

汚水放流幹線 総社市地頭片山 総社市地頭片山 山手処理区 ○0.3m，約 1,700m 

汚水放流幹線 総社市清音古地 総社市清音古地 清音処理区 ○0.5m，約 10m 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．ポンプ施設 

内訳 位置 備考 

中原汚水中継ポンプ場 総社市中原 面積 約 1,260m2 

泉汚水中継ポンプ場 総社市泉 面積 約 1,300m2 

宮ノ後汚水中継ポンプ場 総社市総社二丁目 面積 約 660m2 

富江汚水中継ポンプ場 総社市中央四丁目 面積 約 1,340m2 

中原雨水ポンプ場 総社市中原 面積 約 5,300m2 

山手第一ポンプ場 総社市地頭片山 面積 約 310m2 

山手第二ポンプ場 総社市地頭片山 面積 約 380m2 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

５．処理場 

内訳 位置 備考 

総社下水処理場 総社市三輪 面積 約 33,500m2 

山手浄化センター 総社市地頭片山 面積 約 11,200m2 

清音浄化センター 総社市清音古地 面積 約 9,100m2 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

  



新 旧 対 照 表 

 

１．下水道の名称  総社公共下水道 

 

２．排水区域 

排水区域は総括図表示のとお

り。 

ただし，排水区域は，概ねの区

域を表示するものであり，「農業

振興地域の整備に関する法律」第

８条第１項に基づき定めた農業振

興地域整備計画における「農用地

区域」は含まない。 

備考 

          829         829 

総社処理区 面積 約 834ha  分流式 約 834ha 

                    829 

汚 水 約 834ha 

雨 水 約 681ha 

          67         67 

山手処理区 面積 約 69ha   分流式 約 69ha 

                    67 

汚 水 約 69ha 

雨 水 約 67ha 

          135         135 

清音処理区 面積 約 137ha  分流式 約 137ha 

                    135 

汚 水 約 137ha 

雨 水 約 135ha 

 

３．下水管渠 

内訳 
位置 

備考 
起点 終点 

汚水放流幹線 総社市中原 総社市三輪 総社処理区 ○1.1m，約 850m 

汚水放流幹線 

総社市山手村大

字地頭片山 

総社市地頭片山 

総社市山手村大

字地頭片山 

総社市地頭片山 

山手処理区 ○0.3m，約 1,700m 

汚水放流幹線 

総社市清音村大

字古地 

総社市清音古地 

総社市清音村大

字古地 

総社市清音古地 

清音処理区 ○0.5m，約 10m 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 



４．ポンプ施設 

内訳 位置 備考 

中原汚水中継ポンプ場 総社市中原 面積 約 1,260m2 

泉汚水中継ポンプ場 総社市泉 面積 約 1,300m2 

宮ノ後汚水中継ポンプ場 総社市総社二丁目 面積 約 660m2 

富江汚水中継ポンプ場 
総社市真壁 

総社市中央四丁目 
面積 約 1,340m2 

井手汚水中継ポンプ場 

    － 

総社市井手 

  － 

面積 約 1,160 ㎡ 

    － 

中原雨水ポンプ場 総社市中原 面積 約 5,300m2 

山手第一ポンプ場 
総社市山手村大字地頭片山 

総社市地頭片山 
面積 約 310m2 

山手第二ポンプ場 
総社市山手村大字地頭片山 

総社市地頭片山 
面積 約 380m2 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

５．処理場 

内訳 位置 備考 

総社市下水処理場 

総社下水処理場 
総社市三輪 面積 約 33,500m2 

山手浄化センター 
総社市山手村大字地頭片山 

総社市地頭片山 

面積 約 9,080 ㎡ 

面積 約 11,200m2 

清音浄化センター 
総社市清音村大字古地 

総社市清音古地 

面積 約 9,200 ㎡ 

面積 約 9,100m2 

「区域は計画図表示のとおり」 



理 由 書 

 

 本市の公共下水道は、昭和47年に総社公共下水道、昭和57年に山手公共下水道、平成

５年に清音村公共下水道として都市計画決定し、市街地の拡大に併せて、排水区域を拡

大しながら、平成25年に総社公共下水道として、汚水排水区域を、総社処理区約829ha、

山手処理区約67ha、清音処理区約135haに変更している。 

 この度、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の

保全に資するため、土地利用の動向並びに都市の将来見通し等を総合的に勘案し、汚水

排水区域について、総社処理区は約５haを追加して約834haに、山手処理区は約２haを

追加して約69haに、清音処理区は約２haを追加して約137haに変更するとともに、井手

汚水中継ポンプ場を廃止するものである。 

また、下水管渠、ポンプ施設、処理場について、内訳、位置等を現状に合わせて変更

するものである。 

 



（参考様式 1） 

 

都市計画の策定の経緯と概要               市町村名  総社市   

 

都市計画の名称：岡山県南広域都市計画下水道の変更（総社市決定） 

事項 時期 備考 

① 下協議 

 

 

② 公告及び原案縦覧 

 

 

③ 公聴会の開催（１６条１項） 

 

④ 事前協議 

 

 

⑤ 公告及び案縦覧（１７条１項） 

 

 

⑥ 都市計画審議会（１９条１項） 

 

⑦ 都市計画審議会答申 

 

⑧ 法定協議（１９条３項） 

 

⑨ 都市計画の変更 

告示及び縦覧（２０条１項、２

項） 

 

⑩ 告示文書及び図書の写しの送

付（２０条１項） 

 

令和６年７月２３日から 

８月２３日まで 

 

令和６年９月１３日から 

９月２７日まで 

 

意見申出がないため開催せず 

 

下協議で県から意見がなく，原案の内

容と同じであるため省略 

 

令和６年１０月１８日から 

１１月１日まで 

 

令和６年１２月１９日 

 

令和６年１２月下旬 

 

令和７年１月上旬から中旬まで（予定） 

 

令和７年１月下旬（予定） 

 

 

 

令和７年１月下旬（予定） 

 

 

 

 

 

公告８月３０日 

縦覧者 なし 

 

 

 

 

 

 

公告１０月１８日 

縦覧者 なし 

 

 

 

 

 

 

 

告示第  号 

 

 

 

 



都市計画決定の基本的手続き（市町村決定） 

住民 市町村 県 

 

協議、説明会等 

 

 

 

 

 

公聴会等(法 16 条 1 項) 
 

↑状況によっては県との事前協議で 
も可。原則として、市町村の意向を 
重視する。 
 
例えば） 
・段取り、日程の制約による場合。 
・県決定の都市計画とスケジュール 
を併せる必要がある場合。 
・その他市町村の意向による場合。 

 
 

 

 
 
 
 
 

意見書の提出 
(法 17 条 2項) 

 
 
 
 
 

 

素案の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案の作成 
 
 

公告及び案の縦覧 
(法 17 条 1項) 

 
 
 
 
 

市町村都市計画審議会 
(法 19 条 1項) 

 
 

↑市町村に都市 
   計画審議会が 
   ある場合。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

告示及び縦覧 
(法 20 条 1項) 
(法 20 条 2項) 

 
 

図面の写しの送付 
(法 20 条 1項) 

 

 

下協議（適宜） 

 

事前協議(土木部長あて) 

 

異存のない旨の回答 

 

 

 

事前協議(土木部長あて) 

 

異存のない旨の回答 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

縦覧結果の報告 
 
 
 
 

県知事への協議申出 
(法 19 条 3項) 

 
市町村に都市計画 
審議会が無い場合。 

 

県都市計画審議会 

 
 
 

県知事同意を要しない協議 
H23.8.2～(法 19 条 3 項) 

 
 
 
 
 
 

公告及び縦覧 
(法 20 条 2項) 

 

 

(公聴会等で素案が変更された場合のみ) 








